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衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
説
明
会
に
お
け
る
食
品
の
安
全
基
準
に
係
る
質
問
に
対
す
る
政
府
の
回
答
に
関
す

る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
説
明
会
に
お
け
る
食
品
の
安
全
基
準
に
係
る
質
問
に
対
す
る
政
府
の
回
答
に

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

農
林
水
産
省
に
お
い
て
は
、
農
産
物
の
生
産
過
程
に
係
る
食
品
の
安
全
性
の
確
保
を
図
る
観
点
か
ら
、
農
薬
取
締
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）に
基
づ
き
、
農
薬
の
使
用
の
規
制
等
を
行
っ
て
い
る
。
一
方
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、

飲
食
に
起
因
す
る
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、食
品
衛
生
法（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）

に
基
づ
き
、
食
品
中
の
農
薬
の
残
留
基
準
を
定
め
る
と
と
も
に
、
輸
入
食
品
に
対
す
る
監
視
指
導
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
た

め
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
九
日
内
閣
衆
質
一
九
〇
第
七
三
号
）
二
、
三
及
び
五
に
つ
い
て
で
お
答
え
し

た
と
お
り
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日
に
開
催
さ
れ
た
福
岡
県
農
業
協
同
組
合
中
央
会
及
び
福
岡
県
農
政
連
主
催
の
環
太

平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
説
明
会
に
お
い
て
、食
品
の
安
全
性
に
関
す
る
基
準
の
緩
和
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
し
、

農
林
水
産
省
を
代
表
し
て
発
言
し
た
天
羽
隆
生
産
局
農
産
部
長
兼
政
策
統
括
官
付
は
、
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
入
っ
た
か
ら
食
の
安
全

が
な
い
が
し
ろ
に
な
る
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
は
な
い
」
と
回
答
し
た
上
で
、
「
厚
労
省
の
所
管
な
の
で
、
そ
こ
は
私
が
申

し
上
げ
る
の
は
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
回
答
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
回
答
は
適
正
で
な
い
」
と
の
御
指
摘
は
当
た

一



ら
な
い
。

二


